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令和４年度
第１回 能登北部・中部医療圏

地域医療構想調整会議
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石川県健康福祉部

石川県観光PRマスコットキャラクター
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会議の概要
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２． 地域医療構想の進捗状況

３． 医療提供体制を取り巻く状況の変化

（１）医師の働き方改革

（２）高齢者の増加

４． 医療機関の連携に向けた取り組みについて

５． 病床機能報告について

６． （情報提供）

外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関について

７． （情報提供）

赤ちゃん協議会の議論について
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１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方（検証・見直し）

「地域医療構想の進め方について」（抄）
（令和４年３月24日付け医政発0324第6号 各都道府県知事充て 厚生労働省医政局長通知）

１．基本的な考え方

今後、各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて進められる際に

は、各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行ってい

ただく必要があるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含

めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う。

その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重

要性が改めて認識されたことを十分に考慮する。

また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を解消することとされてお

り、各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機

関内の取組に加え、各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体で

の質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。

なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、

主体的に取組を進めるものである。

２．具体的な取組

公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021年度末までに総務省において策定する予定の「持

続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営

強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議する。

また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区

域の選定によるデータ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。
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１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方（機能の分化・連携）

南加賀医療圏

石川中央医療圏

能登中部医療圏

能登北部医療圏

南加賀医療圏

石川中央医療圏

能登中部医療圏

能登北部医療圏

これまでの議論 今年度の主な議論（案）

機能分化・連携
について議論

・ これまでの議論では、地域医療構想上の必要病床数に向けた設置主体毎の「病床機能の転換・削減」が中心

・ 今後の議論では設置主体毎の検討に止まらず、医療提供体制の維持に向けた機能分化・連携体制を議論

＜イメージ＞

・急性期等から回復期病床

への転換

・慢性期病床の削減

（介護医療院への転換）

＜イメージ＞

・急性期機能を「高度・重症の

受入」「軽症・中等症の受入」等

の役割に分化

・急性期を担うＡ病院と

回復期を担うＢ病院の

転院の円滑化に向けて協議
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１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方（地域医療の検討体制）

○ 2024年４月からの「第８次医療計画」の開始にむけ、2022～23年度は下図のような検討体制で進める
○ 2022年度の取組みとして、

- KDBやDPCのデータを分析体制を整備し
- 疾病・地域・課題ごとのWGを新設し、機動的に論点整理や方針原案を作成し、合意形成の常設の場に提示

石川県医療審議会 （年１回開催）

その他関連会議医療計画に関連

医療勤務環境
改善支援協議会

石川県医療計画推進委員会 専門部会

疾病・地域・課題別のWG （新設）

産婦人科WG（赤ちゃん協議会）

夜間救急WG（ｺｱﾒﾝﾊﾞｰ会議）

地域医療構想調整会議
（南加賀、石川中央、能登中部、能登北部）

※令和４年度は課題ごとにWG検討。論点整理や方針原案を作成する

KDB/DPC

分析体制

さまざまな
ステークホルダー間
での合意形成の場

論点整理
原案作りの場

アジャイル型アプローチ

地域医療対策
協議会

がん、脳卒中、心血管、糖尿病、精神、感染症、難病、歯科、
小児・周産期、災害・救急、へき地、在宅の各部会

地域医療構想部会
（県単位の地域医療構想

調整会議）

石川県医療計画推進委員会 （年１回開催）

保健医療計画推進協議会
（南加賀、石川中央、能登中部、能登北部）

注：地域医療構想調整会議では、一般病床・療養病床について協議を行う
感染症病床や精神病床等については、専門部会において協議する
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１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方（地域医療の検討体制）

地域医療構想部会
（県単位の地域医療構想調整会議）

石川中央 能登中部・北部

地域医療構想調整会議

南加賀

部会長： 委員の互選 （前回は県医師会 安田会長）

委 員 ： 医療関係者（医師会推薦、大学、病床機能ごと）

保険者

※今年度より新たに、看護協会、歯科医師会、薬剤師会
の代表者が参加

会 長： 地域医療構想アドバイザー

委 員： 保健医療関係者（郡市医師会・歯科医師会・薬剤師会、基幹病院等）

医療を受ける者（女性団体、民生児童委員等）

行政機関職員（市町、消防機関）

地域医療構想アドバイザー

○神野先生

地域医療構想アドバイザー

○上田先生

地域医療構想アドバイザー

○岡田先生
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１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方（スケジュール）

○ 2024年４月より「第８次医療計画」を開始できるよう、2022～23年度に以下のような検討体制で進める

○ 夜間救急や周産期に関する医療提供体制について、既に議論を始めており、今後、検討結果を反映

医療計画

医療審議会

地域医療構想
調整部会

（地域医療構想
調整会議）会

議
体

医療審議会

2022年
１～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月

2023年
１～３月 2023年度

第８次 医療計画策定に向けた見直し 第８次
医療計画

政
策

検討体制
（新設）

県単位の
地域医療構想
調整会議①

県単位の
地域医療構想
調整会議④

2024年度

夜間救急
WG①

夜間救急
WG②

医師の働き方改革への対応を踏まえた医療提供体制の検討

県単位の
地域医療構想
調整会議②

県単位の
地域医療構想
調整会議③

検討状況報告
地域医療構想

対応方針の策定・検証・見直し

検討状況報告

・・・・

産婦人科
WG①
（赤ちゃん協議会）

・・・・

検討結果
を反映

病床機能報告

外来機能報告

医療圏単位の
地域医療構想
調整会議①

医療圏単位の
地域医療構想
調整会議②

医療圏単位の
地域医療構想
調整会議③
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２．地域医療構想の進捗状況 （能登北部）

2014 2021
増減

2021-2014
2020 2021

増減
2021-2020

2020 2021
増減

2021-2020
2020 2021

増減
2021-2020

高 度 急 性 期 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

急 性 期 530 404 ▲ 126 320.8 272.2 ▲ 48.6 15.3 14.3 ▲ 1.0 79.4 67.4 ▲ 12.0

回 復 期 0 103 103 83.6 79.6 ▲ 4.0 20.4 19.4 ▲ 1.0 81.2 77.3 ▲ 3.9

小 計 530 507 ▲ 23 404.4 351.8 ▲ 52.6 16.1 15.3 ▲ 0.8 79.8 69.4 ▲ 10.4

慢 性 期 261 84 ▲ 177 58.5 55.0 ▲ 3.5 127.4 112.2 ▲ 15.2 69.6 65.5 ▲ 4.1

合 計 791 591 ▲ 200 462.9 406.8 ▲ 56.1 18.1 17.3 ▲ 0.8 78.3 68.8 ▲ 9.5

休 棟 等 0 0 0 - - - - - - - - -

病床数の推移（床）
2021年の病床の状況および2020年との比較

１日あたり在棟患者数（人/日） 平均在棟日数（日） 病棟稼働率（％）

～

261 261 260 260 228 228 

84 84 
36 

108 

0 0 
52 52 103 103 

103 103 
127 

154 

530 530 
475 475 424 404 

404 404 
404 

158 

31

791 791 787 787 
755 

735 

591 591 
567 

451 

0

250

500

750

1,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025(予定) (参考)必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

急性期

回復期

慢性期

・2025年の予定病床数は、必要病床数を100床程度上回っている
・高度急性期、回復期、慢性期は必要病床数に比べて不足する見込み
・急性期病床の中に、回復期に近い患者が入院している病床が約20～350床ほどある※
※一般入院基本料と地域包括ケア病棟を算定し、「高度急性期／急性期」の届出をしている病棟について、他県の定量的な基準（３つの方式）を用いて病床数を試算
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２．地域医療構想の進捗状況 （能登中部）

2014 2021
増減

2021-2014
2020 2021

増減
2021-2020

2020 2021
増減

2021-2020
2020 2021

増減
2021-2020

高 度 急 性 期 0 64 64 47.8 44.0 ▲ 3.8 5.6 5.1 ▲ 0.5 74.7 68.7 ▲ 6.0

急 性 期 1,070 794 ▲ 276 602.4 547.8 ▲ 54.6 14.4 15.3 0.9 75.9 69.0 ▲ 6.9

回 復 期 94 328 234 265.4 269.5 4.1 19.0 20.6 1.6 80.9 82.2 1.3

小 計 1,164 1,186 22 915.7 861.3 ▲ 54.4 14.3 15.0 0.7 77.2 72.6 ▲ 4.6

慢 性 期 603 275 ▲ 328 293.8 262.0 ▲ 31.8 254.2 247.7 ▲ 6.5 106.8 95.3 ▲ 11.5

合 計 1,767 1,461 ▲ 306 1,209.4 1,123.3 ▲ 86.1 18.5 19.2 0.7 82.8 76.9 ▲ 5.9

休 棟 等 0 18 18 - - - - - - - - -

病床数の推移（床）
2021年の病床の状況および2020年との比較

１日あたり在棟患者数（人/日） 平均在棟日数（日） 病棟稼働率（％）

～
～

603 555 526 494 503 465 
275 275 275 

425 

94 171 152 225 225 285 

328 328 368 

325 

1,070 1,002 
980 897 897 837 

794 794 754 
417 

50
52 64 64 64

64 64 64

108

1,767 1,778 
1,710 1,680 1,689 1,651 

1,461 1,461 1,461 

1,275 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025(予定) (参考)必要病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

・2025年の予定病床数は、必要病床数を200床程度上回っている
・高度急性期、慢性期は必要病床数に比べて不足する見込み
・急性期病床の中に、回復期に近い患者が入院している病床が約120～330床ほどある※
※一般入院基本料と地域包括ケア病棟を算定し、「高度急性期／急性期」の届出をしている病棟について、他県の定量的な基準（３つの方式）を用いて病床数を試算
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７． （情報提供）

赤ちゃん協議会の議論について
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医師の労働時間の上限規制に伴う影響

• 大学病院等の医師が応援先での労働時間が通算され
るため、宿日直許可を得ていない医療機関への派遣に
影響が出る可能性がある

• もし、応援がなくなると

・診療体制の縮小を余儀なくされる

・管理者の業務負荷が増大 等
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（２）高齢者の増加（数と割合の推移）

※ 前期高齢者とは65～74歳、後期高齢者とは75歳以上の高齢者をいう。
※ 2000年～2015年は総務省「国勢調査」

2020年は石川県県民文化スポーツ部県民交流課統計情報室「石川県の年齢別推計人口～令和2年10月1日現在推計～」
2025以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30(2018)年推計）」

○ 2025年には、高齢者の５人に３人が後期高齢者になると見込まれている。
○ 2040年まで県内の高齢者数は増加傾向にある。

123 125 
135 166 

164 
136 127 
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97 
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171 

207 216 212 
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18.7%

20.9%

23.7%
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後期高齢者

前期高齢者

高齢化率

後期高齢化率

（千人）

＜高齢者数・割合（石川県全体）＞
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（２）高齢者の増加（数と割合の推移）

○ 高齢者人口は石川中央圏域以外を除いて、2020年がピークとなっている。
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（２）高齢者数の増加（救急搬送の推移）

＜救急搬送人員（石川県全体）＞

○ 救急搬送数が年々増加しており、特に高齢者の搬送数が増加
○ 重症が多いと思われる「交通事故」は減少傾向
○ 大幅に増加している「急病」について、肺炎や心不全等が一定数含まれると推測される
○ 軽症・中等症が多いと思われる「一般負傷」増加傾向

出典：県消防防災年報

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
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H26

H20

Ｈ14

H8

交通事故

急病

一般負傷

その他

搬送数
約2倍

うち高齢者約７割

H8 22,006 10,990 5,565 2,750 2,701

Ｈ14 27,991 15,404 5,115 3,884 3,588

H20 33,448 20,001 4,241 4,942 4,264

H26 37,716 23,580 3,830 5,962 4,344

R1 41,323 26,894 2,791 6,615 5,023

その他年 度 全体 急病 交通事故 一般負傷
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人口構造の変化に伴う医療ニーズの変化（石川県全体）

○ 石川県の人口は、今後緩やかに減少していくものの、65歳以上の人口は横ばい。
〇 入院のニーズは、肺炎、骨折、脳血管障害が増加
○ 外来のニーズは、脳血管障害、虚血性心疾患がやや増加。
〇 それぞれの医療圏で状況が大きく異なるため、医療圏ごとに、入院（病床機能）や

外来機能のありかたや、医療機関間の機能分化・連携の議論が必要。

＜出典＞将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所、患者数推計：地域別人口変化分析ツールAJAPAをもとに作成

794 762 728 
638 635 595 

339 
343 

343 

344 355 
353 

1,133 1,104 
1,071 

983 990 
948 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2020 2025 2030 2035 2040 2045

65歳未満 65歳以上

入
院

外
来

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%
（千人） 将来推計人口

将来推計患者数（変化の割合）

70%

80%

90%

100%

110%

120%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

肺炎

骨折

脳血管障害

虚血性心疾患

悪性新生物



19

人口構造の変化に伴う医療ニーズの変化（能登北部）

〇総人口は減少し、65歳以上の比率が増加。2045年には半数以上が65歳以上に。
〇全ての疾患で入院・外来ニーズとも減少。

＜出典＞将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所、患者数推計：地域別人口変化分析ツールAJAPAをもとに作成
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人口構造の変化に伴う医療ニーズの変化（能登中部）

〇総人口は減少し、65歳以上の比率が増加。
〇肺炎、脳血管疾患、骨折の入院患者数は2030年まで増加するが、2045年には

すべての疾患で現状より減少。
○特に、悪性新生物、虚血性心疾患は現状から一貫して減少傾向。

＜出典＞将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所、患者数推計：地域別人口変化分析ツールAJAPAをもとに作成
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３． 医療提供体制を取り巻く状況の変化（まとめ）

自宅・高齢者施設等

変化②
高齢者の増加する地域において
軽症・中等症の患者が今後も増加

変化①
医師の働き方改革により
時間外労働時間の上限が規制

夜間・休日の受入機能

高度・専門医療の提供機能

影響②
軽症・中等症患者の増加に伴い、
重症患者の受入に支障を来す可能性あり

影響①

救急車の受入が困難になる時間帯
が生じる可能性あり

影響②’

単身の高齢者や要介護者の増加
により、退院先が決まらず退院が滞る
可能性あり

自宅等
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会議の概要

１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方

２． 地域医療構想の進捗状況

３． 医療提供体制を取り巻く状況の変化

（１）医師の働き方改革

（２）高齢者の増加

４． 医療機関の連携に向けた取り組みについて

５． 病床機能報告について

６． （情報提供）

外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関について

７． （情報提供）

赤ちゃん協議会の議論について
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４．医療機関の連携に向けた取り組みについて（夜間・休日の救急患者受入）

夜間・休日の受入機能変化① 医師の働き方改革により、時間外労働時間の上限が規制される

影響① 救急車の受入が困難になる時間帯が生じる可能性あり

対 応 夜間救急ＷＧを開催し、救急患者の受入が多い医療機関におい

て、働き方改革の影響や今後の体制について検討を行ったところ、

働き方改革の影響を踏まえても体制を維持できることを検証中

今後は医療従事者の負担軽減に向けて検討を継続

（救急のハブ化、ゆるやかな輪番制等）

 多くの病院は、令和元年比で１５％増であれば対応できるが、当直を引き受けてくれる

医師の減少・高齢化等により、将来的に現状の体制を維持できない可能性もある。

 働き方改革もあり、今後、輪番制や救急のハブ化も検討してもよいのではないか。

 準夜帯までは2次救急として患者を受け入れ、深夜帯はマイナー診療科の宿直による軽

症者の受け入れのみに制限する日を設けることはできないか。

 後方支援病院としての役割は歓迎であり、転院連携の仕組みを構築できればよいと考え

ている。

 新型コロナウイルス感染症対応における病院間の役割分担・連携は非常にうまく

いったので夜間救急においても、うまく活かしたい。

夜間救急ＷＧにおける意見
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４．医療機関の連携に向けた取り組みについて（軽症・中等症患者の増加）

変化② 高齢者の増加する地域において軽症・中等症の患者が今後も増加

影響② 軽症患者の増加に伴い、重症患者の受入に支障を来す可能性あり

影響②’  単身の高齢者や要介護者の増加により、退院先が決まらず退院が滞る可能性あり

対応案 これまで急性期として括られていた「比較的軽症な患者の受入（いわゆるサブアキュート）」や

「在宅復帰に向けた患者の受入（ポストアキュート）」といった役割の機能分化・連携

体制を検討してはどうか
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４．医療機関の連携に向けた取り組み（医療機能の整理①）

今後、「軽症急性期」「ポストアキュート」のニーズの増加が予想される。そこで、各病院が果たす役割を
明確化するため、地域医療構想部会（8/9）の議論を踏まえて医療機能を整理。

R4.8月時点
整理案
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⑥長期療養

重
症
度
・専
門
性

緊急度 大小

小

大

４．医療機関の連携に向けた取り組み（医療機能の整理②）

①専門医療
・悪性腫瘍
・難 病 等

②重症急性期
・心筋梗塞
・脳卒中
・交通外傷 等

③軽症急性期
（いわゆるサブアキュート）

・肺炎
・単純骨折
・白内障手術
・糖尿病教育入院 等

④ポストアキュート
・急性期後の在宅復帰支援

⑤回復期リハビリテーション
・脳血管疾患や大腿骨頚部骨折患者等の日常生活動作
（ADL)向上を目的としたリハビリテーションを集中的に提供

具体的な疾病イメージ

救急受入は症状・時
間帯の制約や、搬送
元が固定されている

場合がある

高次の医療機
関からの転院・

搬送が中心

救急受入は
重症者・24時間可

R4.8月時点
整理案
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今後の議論の進め方

○県内の病院に対して、高度急性期、急性期、回復期、慢性期といった病床機能の状況に加え、

地域における現在の役割（「専門・重症」「サブアキュート」「ポストアキュート」等）と今後の役割

を調査

○調査結果に基づき、各設置主体毎における今後の対応方針の策定や見直しに併せて、

機能分化・連携について議論

○各種データや課題を整理した上で、医療提供体制の維持に向け、本県における

機能分化・連携の方向性を提示（第８次医療計画に反映）

調査項目
イメージ
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調査票イメージ①参 考

※各医療圏での地域医療構想調整会議での協議が完了した後、調査を実施
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調査票イメージ②参 考
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会議の概要

１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方

２． 地域医療構想の進捗状況

３． 医療提供体制を取り巻く状況の変化

（１）医師の働き方改革

（２）高齢者の増加

４． 医療機関の連携に向けた取り組みについて

５． 病床機能報告について

６． （情報提供）

外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関について

７． （情報提供）

赤ちゃん協議会の議論について
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５．病床機能報告について①

○病床機能報告においては、以下のとおりの観点をふまえて、各病院のご判断で、病棟
単位で医療機能を選択して報告することとなっている。

区分 定義

高度急性期機能 ・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提
供する機能

急性期機能 ・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能 ・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療や、リハビリテーションを提供する
機能

・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向
上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハ
ビリテーション機能）

慢性期機能 ・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

・長期にわたり療養が必要な重度の障がい者、筋ジストロフィー患者又は難病患者等
を入院させる機能

＜留意事項＞
・様々な病期の患者が入院しているため、最も多くの割合を占める患者に相当する機能を選択して報告する。

・特定の入院基本料を算定していることをもって、ただちに高度急性期機能／急性期機能であることを示すもの
ではない。

・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療を提供している場合には、現状でリハビリテーションを提供
していなくても、回復期機能を選択できる。

・医療資源投入量など、実際に提供されている医療内容の観点から判断する。 等
出典：病床機能報告 報告マニュアル（厚生労働省）
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５．病床機能報告について②

○これまでの報告では、１つの病院で１つの医療機能し
か選択していない病院などが見受けられる。（→表１）

○なお、高度急性期病床の平均在棟日数を医療圏ごと
に見ると、石川中央は南加賀・能登中部の約２倍とな
っており、急性期病床相当の病床が含まれているもの
と思料される。（→表２）

○通常、院内では病棟ごとに異なる医療機能を持つも
のと考えられるが、必ずしも実態に即した報告とはなっ
ていないのではないか。
（前ページでお示ししたとおり、算定している入院基本料をもとに医
療機能を選択するのではなく、実際に提供されている医療機能に基
づいて選択する、とされている）

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

病院Ａ 800 0 0 0

病院Ｂ 0 100 0 0

病院Ｃ 50 300 100 0

＜表１ 病床機能報告の例（イメージ）＞

＜表２ 平均在棟日数 （2021）＞

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

南加賀 4.7 11.6 23.1 206.8

石川中央 11.2 11.2 26.8 236.2

能登中部 5.1 15.3 20.6 247.7

能登北部 - 14.3 19.4 112.2
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５．病床機能報告について③

（例年のスケジュールでは）９～１０月頃に、各病院に病床機能報告の依頼があると思われ
るが、今年度の報告にあたっては、次のとおりお願いしたい。

・各病院におかれては、実態に即した報告となっているかどうか、今一度ご検討いただ
き、医療機能の選択にあたってお困りの際は、県に相談していただきたい。

・県からは、選択の参考となるよう、数値・資料等を提供させていただく。

・各病院からの報告内容について、適宜、県でも確認し、必要に応じて疑義照会をさせ
ていただく場合があるので、ご協力をお願いしたい。
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本日ご意見いただきたいこと

• 医療機関の連携を進める上で課題があればご意見いただきたい。

また解決に向けて既に取り組んでいることがあれば、取組内容について共有いただきたい。

• 医療機関の連携を進める上での課題のうち、複数医療機関での調整が必要な事項があれば

ご意見いただきたい。

• 今後、医療機能の見直しを予定している医療機関があれば情報共有をお願いしたい。
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会議の概要

１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方

２． 地域医療構想の進捗状況

３． 医療提供体制を取り巻く状況の変化

（１）医師の働き方改革

（２）高齢者の増加

４． 医療機関の連携に向けた取り組みについて

５． 病床機能報告について

６． （情報提供）

外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関について

７． （情報提供）

赤ちゃん協議会の議論について
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令和４年３月４日
第７ 回第８ 次医療計画等

に関する検討会

６． 外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関（情報提供）
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・紹介受診重点医療機関となるか否かは、当該医療機関の意向を優先

・地域医療構想調整会議において、紹介受診重点医療機関を取りまとめ、県が公表

・原則、紹介状がない患者等は、外来受診時に定額負担の対象となるが、地域に他に

当該診療科を標榜する保健医療機関がない場合は、徴収を求めないことが出来る

６． 外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関（定額負担の対象病院拡大イメージ）



38

外来機能報告等に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146913_00007.html

Ｒ4
４月～

・ 対象医療機関の抽出
・ NDB データ（前年度 4 月～3 月）を対象医療機関別に集計

９月頃 ・ 対象医療機関に外来機能報告の依頼
・ 報告用ウェブサイトの開設
・ 対象医療機関に NDB データの提供

10～11月頃 ・ 対象医療機関からの報告

12 月頃 ・ データ不備のないものについて、集計とりまとめ
・ 都道府県に集計とりまとめを提供

１～３月頃 ・ 都道府県に集計結果の提供
・ 地域の協議の場（地域医療構想調整会議）における協議
・ 都道府県による紹介受診重点医療機関の公表（3月末）

６． 外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関（スケジュール）
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会議の概要

１． 今年度の地域医療構想調整会議の進め方

２． 地域医療構想の進捗状況

３． 医療提供体制を取り巻く状況の変化

（１）医師の働き方改革

（２）高齢者の増加

４． 医療機関の連携に向けた取り組みについて

５． 病床機能報告について

６． （情報提供）

外来機能報告制度および紹介受診重点医療機関について

７． （情報提供）

赤ちゃん協議会の議論について
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周産期医療にかかわるステークホルダー

県 庁

妊産婦・住民

医療機関

• A病院

• B病院

・・・
県内分娩取扱医療機関

15病院、17診療所、５助産所

大学（医局）

• 金沢大学

• 金沢医科大学

自治体
（19市町）

産科部長

産婦人科医
（約100人）

○ 周産期医療には、妊産婦と産科医だけでなく、
医療機関、大学（医局）、自治体など、さまざまなステークホルダーが関係します

病院長

産科部長 病院長

産婦人科医
を派遣

能登町

羽咋市金沢市 川北町

かほく市七尾市 津幡町

能美市輪島市 志賀町

野々市市珠洲市 宝達志水町

白山市小松市 内灘町

加賀市 中能登町

穴水町

県は各ステークホルダーの意見を調整

診
療
所
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周産期医療にかかわる各ステークホルダーの考え

○ 周産期医療を議論する際に、各ステークホルダーの立ち位置（それぞれがどのような
関心事や立場のもとに動いているか）を理解する必要があります。

病院
（病院長・事務長）

地域に信頼される
病院を目指したい！

そのためには

• 病院経営（収支）

• 医療の安全性

• 医局からの医師派遣

• 職員の雇用 ・・

等を考えねばならない

行政
（首長、市役所・町役場）

住民に安心・安全な
医療を提供したい！

そのためには

• 「安全性」と「利便性」
のバランス

• 自治体内での
予算の確保

• 住民への説明責任

• 自市町で実施可能な
独自事業 ・・

等を考えねばならない

安全な分娩を
行いたい！

そのためには

• 人員体制も必要だし

• 自身のワークライフ
バランス

• 小児科、麻酔科との
協力体制

• 必要な医療機器 ・・

等を考えねばならない

産科医
（産婦人科部長）

大学
（教授・医局長）

臨床・研究・教育を
通じて地域に
貢献したい！

そのためには

• まず、大学本院の
業務をまわす必要

• 限られた医局員の数
で派遣を行い

• 医局員のスキルアッ
プ、ライフスタイル、モ
チベーション ・・

等を考えねばならない

2 31 4
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石川県の分娩施設・分娩数・産科医数 （全体の概況）

分娩施設（数） 分娩数

産婦人科医師（常勤）

うち、分娩を取扱う

医師（常勤）

病院 15 2,616 (33.5%) 64 59

診療所 17 5,163 (66.1%) 41 23

助産所 5 35 (0.4%)

合計 37 7,814 105 82

あい う

（出典）石川県地域医療推進室調べ
（分娩施設数・分娩数：R3年度、産科医数：R4.4.1現在）

○ 年間約7,800件の分娩が、37施設（15病院、17診療所、５助産所）で行われている
○ 分娩の場所は、約1/3が病院、約2/3が診療所である（助産所は少数）
○ 常勤医として働く産婦人科医は105人であり、うち82人（病院59人、診療所23人）が

分娩を取扱う
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県内の分娩施設（病院）及び分娩数・産科医数

病院名 分娩数/産科医数

印：金沢大学産婦人科 関連病院
印：金沢医科大学産婦人科 関連病院
印：その他

各病院の分娩数・分娩を取扱う医師数

分娩施設い

珠洲市総合病院 10件/0名

市立輪島病院 96件/1名

金沢医療センター 83件/2名

金沢大学附属病院 299件/16名

金沢市立病院 30件/1名

鈴木レディスホスピタル 281件/1名

浅ノ川病院 60件/2名金沢医科大学病院 150件/8名

石川県立中央病院 464件/13名

公立松任石川中央病院 12件/2名

恵愛会松南病院 631件/2名

小松市民病院 40件/3名

加賀市医療センター 126件/3名

（出典）石川県地域医療推進室調べ
（分娩数：R3年度、産科医数：R4.4.1現在）

恵寿総合病院 202件/4名

公立能登総合病院 132件/1名

能登北部

石川中央

能登中部

南加賀

○ 各病院の分娩件数や医師数にばらつきがある（分娩件数や医師が少ない病院もある）
○ 地理的には、石川中央医療圏に多くの分娩施設（病院）が集まっている
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赤ちゃん協議会の構成

○ 赤ちゃん協議会は、それぞれのステークホルダーごとの見解をまとめるために、
親会と部会（ワーキンググループ）とわけて検討をすすめて行きます

会議体 開催時期 主な参加者 主な議題（案）

赤ちゃん協議会
（親会議）

第１回：７月５日
第２回：今秋

① 産科医

② 病院長

③ 大学

④ 行政

第１回

•主なステークホルダーについて

•石川県の周産期の現状

•赤ちゃん協議会の進め方

産科医ＷＧ 第１回：７月１９日 ① 産科医 •安全な分娩を行うために必要な体制 等
（勤務時間、人員体制、協力体制等）

病院長・大学ＷＧ 第１回：７月下旬 ② 病院長

③ 大学

•各病院が安全な分娩に必要な体制を整えることが
できるかの検討

•今後の分娩（婦人科）需要に応じた、産科（婦人科）
の派遣方針、病院に求める事項 等

赤ちゃん協議会（親会）

A

産科医ＷＧ 病院長・大学ＷＧ

A

C

B

C

B

1

2

3

4

1

2

3
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主な検討の場

産
科
医
W

G

病
院
長
・
大
学

W

G

第
２
回
協
議
会

＜産科医等の確保＞

○産科医の確保につながる方策 ○ ○

＜産科医療に必要な体制＞

○産科医の現状の把握
○現状を踏まえた、安全な分娩を

行うために必要な体制

○
○

○
○ ○

＜能登北部の体制強化＞

○能登北部に必要な実効性のあ
る支援体制

○ ○

第１回赤ちゃん協議会における主な意見（R5.7.5）

【産科医等の確保】

・若手をリクルートしているが難しい

・産科の中堅の指導医、新生児科医が非常に少ない。養成が必要

・県による支援をお願いしたい

（若手医師のリクルートや奨学金、専門医取得研修等への財政的支援）

【産科医療に必要な体制】

・働き方改革に対応するには、産婦人科医は最低5名（産科のみなら3

名）必要

・働き方改革に対応した医師の派遣体制を検討する必要がある

・妊産婦の緊急時の受入には、産科医だけでなく、小児科医（新生児

科医）、麻酔科医など他科との連携が不可欠

・産科医だけでなく、助産師も不足している

【能登北部の体制強化】

・能登地区への産科医派遣は、両大学が協力して行う必要がある

・能登に新たな分娩施設を整備するには時間がかるため、まずは既に

産科医のいる輪島病院に複数の産科医を派遣し、能登北部の産科

医療を立て直してはどうか

・輪島病院への常勤医師の複数配置、特定の医師による週1回の外来

診療ができるよう、派遣をお願いしたい

・できるだけ近いところで安心して出産できることが望ましい

・助産師による妊婦検診の充実など、もっと助産師を活用してはどうか

・出産だけでなく、がん検診の充実も含め、女性の健康に配慮した若い

女性が住みやすい街を作ることが必要

主な意見 今後検討を要すること
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（参考）地域医療構想に関する補助金
税制上の優遇措置
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地域医療構想に関する医療機関への補助金・給付金

項目
①急性期向け病床等からの転換 ②病床数の適正化に伴う給付金の支給

回復期向け病床への転換 他用途への転換 病床適正化支援 医療機関統合支援

支援
事業名

病床機能転換事業費補助金 単独支援給付金 統合支援給付金

財源 地域医療介護総合確保基金（医療分） 地域医療介護総合確保基金（医療分）

補助
対象

・
支給
対象

急性期向け病棟等から回復期
リハ病棟、地域包括ケア病棟・
病床への転換に必要な施設・
設備整備

病床削減に併せて実施する医療
機関の機能強化に向けた施設・設
備整備
<例>
・外来や医療・介護サービスの強化
・在宅復帰支援の充実
・医療従事者の確保

病床数、病床機能、医療提供体制の 適正化のため、
高度急性期 、急性期、慢性期の病床削減を行 う
病院・有床診療所の開設者等

基準額
・

支給額

<施設整備>

新築：5,187千円/床
改修：3,624千円/床

<設備整備>

10,800千円/医療機関

1,837千円/廃止病床 病床稼働率 に応じ、削減病床１床あたり下記の表に基づいて
算出された額の合計額を支給。

病床稼働率 １床あたりの単価
50%未満 1,140千円
50%以上60%未満 1,368千円
60%以上70%未満 1,596千円
70%以上80%未満 1,824千円
80%以上90%未満 2,052千円
90%以上 2,280千円

補助率 １／２ １／２ １０／１０

要件 転換後の病棟（病床単位の転
換の場合は転換した病床を含
む病棟）については、病床機能
報告において「回復期」と報告
すること

病床機能再編後の対象３区分の許可病床数が、平成30年度病床機
能報告における対象３区分として報告された稼働病床数の合計の
90％以下とすること

所管課TEL 地域医療推進室 医療・介護連携推進グループ
076-225-1468

地域医療推進室 医療・介護連携推進グループ
076-225-1468
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令和４年３月４日
第７ 回第８ 次医療計画等

に関する検討会
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令和４年３月４日
第７ 回第８ 次医療計画等

に関する検討会


